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調査案件 
災害救助法に基づく救助実施市の実務について 

総合防災拠点の中心となる危機管理センターの設備等について 

協議案件 重点的に取り組む調査項目について 
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午前10時19分開議 

 

○委員長（段木和彦君） ただいまから防災・減災対策調査特別委員会を開きます。 

 それでは、進め方の順に従って、進めてまいります。 

 

重点的に取り組む調査項目について 

○委員長（段木和彦君） まず初めに、当委員会として重点的に取り組む調査項目についてで

ございます。 

 前回の委員会では、当局から、防災・減災対策を見据えた本市の現状と諸問題について概要

説明を聴取した後、当委員会として重点的に取り組む調査項目に関して、委員の皆様から様々

な御意見をいただき、その内容を踏まえ、正副委員長において調整させていただくこととし、

御一任をいただきました。 

 そこで、正副委員長といたしましては、１つに、災害救助法に基づく救助実施市の実務及び

総合防災拠点としての危機管理の取組、２つといたしまして、水害による被害の軽減と対策強

化における都市インフラ整備・更新、この２項目につきまして、重点的に調査を行ってまいり

たいと存じます。 

 なお、多くの委員の皆様から御意見をいただきました防災教育について、避難所の運営につ

いての２項目についても適宜調査項目として取り上げさせていただきますので、御理解、御協

力のほどよろしくお願いいたします。 

 

災害救助法に基づく救助実施市の実務について 

総合防災拠点の中心となる危機管理センターの設備等について 

○委員長（段木和彦君） それでは、早速調査に入りたいと存じます。 

 本日は、お示しいたしました災害救助法に基づく救助実施市の実務について及び総合防災拠

点の中心となる危機管理センターの設備等についての２つの調査項目について、当局より、前

回の補足説明のほか、国等の動向を踏まえた本市の今後の対応等について説明を聴取した後、

質疑を行いたいと存じます。 

 なお、総合防災拠点の中心となる危機管理センターの設備等については、現地視察内容を踏

まえ、質疑、御意見のみといたします。 

 それでは、当局より説明をお願いいたします。危機管理監。 

○危機管理監 危機管理監の相楽でございます。 

それでは、災害救助法に基づく災害救助実施市につきまして、危機管理部長から説明をさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 危機管理部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 災害救助法に基づく災害救助実施市につきまして、御説明させていただきます。 

 着座にて失礼いたします。 

 それでは、お手元の資料に基づき進めさせていただきたいと思います。 

 資料は全９ページになっております。災害救助法制度の概要をはじめ、救助実施市の指定後
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の今後の取組につきましても御説明させていただきたいと思います。 

 ２ページをお願いいたします。 

 災害救助法に係るこれまでの経緯を記載させていただいております。 

 平成25年10月に、東日本大震災を受けて、災害救助法の所管が厚生労働省から内閣府へ移管

されました。これは、災害時の応急期から復旧復興までを一元的に管理するためとされており

ます。 

 平成29年９月には、千葉市議会から、内閣総理大臣をはじめ、衆議院議長、参議院議長など

に、指定都市を災害救助の主体とする災害対応法制の改正を求める意見書が提出されました。 

 平成31年４月には、災害救助法の一部が改正され、救助実施市の制度が創設されることとな

りました。 

 続いて、後段の４つにつきましては、本市の動きについて記載しております。 

 令和３年12月に救助実施市指定に向けた申請に係る協議について、千葉県知事宛てに申入れ

を行いました。 

 令和４年度には、保健福祉局が所管していた災害救急法事務について、危機管理部門への事

務移管をするなど、救助実施市指定に向けての準備を進めてまいりました。 

 その後、本年２月には、内閣総理大臣に対しまして、指定に係る申請書を提出し、４月３日

に救助実施市の指定を受けたところでございます。 

 ３ページをお開きください。 

 災害救助法の概要についてでございます。 

 災害救助法は、一定規模以上の災害の場合、都道府県等が救助を行い、その費用の一部を国

が負担するという制度となっております。 

 今回、本市が救助実施市の指定を受けたことにより、これまで千葉県が主体として行ってい

た救助を、県からの委任を待たずに直接内閣府と調整できるため、救助の迅速な実施を可能と

することができました。 

 次に、ページ中ほどに、災害が発生した場合の対応を図で示しております。 

 災害予防とあるのは、災害のない平時の取組としてお考えください。そして、一定規模以上

の災害が発生したという状況で、災害救助法が適用となります。 

 災害救助法は、応急救助が対象になりまして、その後の復旧復興は、被災者生活再建支援法

や、災害弔慰金法などの法律に対応が変わっていきます。 

 次に、ページ下段の図は、災害の発生から災害救助法の適用までの流れを示したものでござ

います。 

 具体的には、災害が発生いたしますと、本市は被害状況を把握、確認し、その情報を内閣府

と県に提供いたします。国との調整を経て、最終的な決定は、市の災害対策本部で災害救助法

の適用を判断し、市の権限で決定いたします。その後、速やかに国や県に法適用についての情

報提供を行う仕組みとなっております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 適用基準でございますが、救助法においては、適用の基準が定められております。先ほど来、

一定規模以上の災害という表現で御説明をいたしたところでございますが、その説明になりま

す。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－4－ 

 まず、（１）の対象となる災害の種類は、自然災害だけでなく、大規模な火事なども対象に

含まれます。 

 また、（２）の法の適用単位は市町村単位となりますが、政令指定都市においては、区単位

の適用もございまして、後ほど御説明いたしますが、千葉市もこれまで特定の区に適用された

実例がございます。 

 次に、（３）の適用の基準でございます。 

 第１号から第４号までの基準がございますが、そのうち第１号から第３号は滅失世帯が基準

となるものでございます。 

 この滅失というのは、全壊または全焼した場合になります。 

 この基準は、全壊に至らなかった場合にも、家屋の半壊や半焼、これは２世帯をもって１つ

の世帯とするなど、世帯数の取扱いも別に定められているところでございます。 

 表中に、第４号とあり、滅失世帯数の欄が空欄になっている項目があります。実際に災害が

発生した際には、この第４号の基準が広く適用されているところでございます。 

 具体的な数値の基準は設けられておりませんが、多数のものが生命または身体に危害を受け、

または受けるおそれが生じた場合という条件で、ほぼこの項目が法の適用に使用されていると

ころでございます。 

 一番下の図は、災害が発生する前、例えば、台風が近づき、このまま直撃したら、相当程度

の被害が出るという場合には、事前に避難する必要があるため、災害救助法を事前に適用する

ケースというものを示しております。 

 ５ページをお開きください。 

 災害救助法の適用状況についてまとめております。過去の地震災害において、どのような規

模のものが適用されてきたかを御説明いたします。東日本大震災以降の主な地震事例について

触れます。 

 今年の例で言いますと、石川県能登地方で最大震度６強の揺れがありまして、これは災害救

助法が適用されました。 

 この表の一番右の列、適用号数からも分かるとおり、全ての事例において、第４号で適用さ

れております。法の適用にある滅失世帯数での適用ではなく、多数のものが生命または身体に

危害を受けるおそれの生じた場合という、被災の状況を見て第４号の適用判断がされているこ

とが確認できます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 基金の設置についてでございます。 

 災害救助に必要な支弁の財源に充てるため、災害救助基金の積立てについて規定されており

ます。 

 積み立てる金額は、基準に基づいて計算されます。 

 具体的には、（１）にありますが、前年度の前３年間、令和５年度の基金の額を求める例で

いいますと、令和４年度の前３年間となりますので、令和元年、令和２年、令和３年というこ

とになります。 

 この３年間の千葉県普通税収額の平均年額の1,000分の５に、千葉県における本市の人口割

合を乗じた積立て額として算出していきます。 
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 その結果、（２）に示されている６億5,995万7,000円が令和５年度の積立金額となります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 対象となる経費の種類や期間、費用の上限につきましても規定されております。 

 災害が発生した段階の救助に関しては、上の囲みにありますとおり、避難所及び応急仮設住

宅の供与、炊き出しその他食料の給与や飲料水の供給など、10種類の救助項目が定められてお

ります。 

 一方、次の囲みでございますが、災害が発生するおそれの段階の救助についてでございます。

このケースでは、救助の対象が限られており、避難所の提供や避難所の設置費用が対象となり

ます。 

 次の（２）では、問題点について記載させていただきました。この災害救助法は国の制度で

ございまして、基準はあらかじめ決まっているものの、救助実施市として手続を進めるに当た

っての課題について、説明をさせていただきます。 

 救助法の救助項目には、応急仮設住宅、仮設住宅の入居、住宅の応急修理といった内容が含

まれておりますが、これらを適用できるかどうかの判断には、現地での被害認定調査を行い、

市が罹災証明書を発行する必要がございます。 

 しかしながら、この被害認定調査事務や罹災証明書の発行事務につきましては、災害救助法

の救助項目対象外とされておりまして、国からの支援金が得られない状況となっております。 

 災害発生時の応援業務の多くが避難所の運営とこの被害認定調査となっております。 

 避難所に関しては、従事職員や他市からの応援職員の時間外勤務、移動の費用が救助法の適

用対象となっておりますので、係る給与を申請することができますが、被害認定調査事務や罹

災証明発行事務においても避難所運営と同様の適用対象に含めることで、ちゅうちょなく他都

市への応援要請ができ、的確な応急救助につながるものと考えております。 

 次に、（３）につきましては、災害救助費の国と市の負担割合についてでございます。 

 国の負担割合は、救助実施市が負担した災害救助費の額によって、100分の50、100分の80、

100分の90の３段階に分かれているところでございます。このほかに、100分の40を限度とした

特別交付税措置が適用されます。この特別交付税措置を含めますと、実施市は、最大でも災害

救助費全体の１割を負担するということになります。 

 ８ページをお開きください。 

 本市において過去に救助法が適用された災害といたしまして、東日本大震災と令和元年の房

総半島台風等による被害がございます。 

 東日本大震災の際には、地震被害が顕著であった美浜区のみ災害救助法が適用され、避難所

における飲食料などの救助費用を請求申請をいたしました。これとは別に、宮城県や福島県な

どから避難されてきた方々に対する救助に要した費用を当該県に求償するなども行ってまいり

ました。 

 令和元年の房総半島台風等による被害では、美浜区を除く５区で救助法が適用されました。 

 具体的な救助内容といたしましては、避難所の設置や公衆浴場の開放、避暑用のバスの派遣

などがあり、これらの費用が対象となっております。 

 また、福島県及び東京都への給水車派遣などの応援に要した費用は、福島県と東京都に求償

したところでございます。 
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 最後のページになりますが、９ページをお開きください。 

 救助実施市指定の効果と今後の取組についてでございます。 

 初めに、指定を受けた効果を１から４に記載いたしました。 

 まず、１ですが、先ほども触れさせていただきましたが、本市自らの権限で法の適用が決定

できますので、救助の迅速かつ円滑な実施が可能となったところが大きなポイントとなってお

ります。 

 ２つ目ですが、救助項目ごとに支給基準が定められておりますが、災害状況によって適切な

救助実施が困難である場合には、内閣府と協議ができるという点がございます。 

 申し訳ございません、この２つ目の資料中の文言といたしまして、食品の供与とありますが、

これは食品の給与の記載誤りでございます。修正のほうをお願いいたします。 

 この食品の給与を例えて申し上げますと、１人１日当たり1230円以内を７日間以内という具

体的な基準がございます。これが一般基準というものでございますが、これで適切な救助が困

難であると判断した場合には、内閣府と直接協議をいたしまして特別基準を設けることが可能

となります。 

 これまでは県との調整が必要でしたが、より迅速な救助を実現できると考えております。 

 ３つ目は、応急仮設住宅でございます。 

 これまで、応急仮設住宅を救助実施市が設置する場合、市が土地の選定を行うものの、事業

者との協議は県が行うというものでございました。 

 救助実施市指定後は、直接事業者と協議を行えるということで、より速やかな住宅供給が可

能となります。 

 ４つ目は、千葉県や本市以外の県内市町村のメリットとなりますが、今後、広域で災害が発

生した場合には、本市は自らの力で救助事務を行いますので、千葉県においては、千葉市以外

の他の市町村の支援に注力できるという点でございます。 

 最後に、今後の取組でございます。 

 国や県、関連団体と引き続き連携を図りながら、次の３点について進めてまいりたいと考え

ております。 

 まず１つ目は、現在、市の担当者マニュアルを作成しておるところでございます。これを速

やかに完成させ、庁内に周知していく予定でございます。これにより、各担当所管において対

応事務を把握し、事務を円滑にすることにより迅速な対応を可能にしようとするものでござい

ます。 

 ２つ目は、県が設置する連絡調整会議を通じて、県と市、そして関係団体と協力して調整を

行ってまいります。大きな災害になるほど、調整項目に時間がかかると言われておりますので、

平時における県や関係機関との関係性の構築を行うことにより、発災時の対応につなげてまい

りたいと考えております。 

 最後の３つ目は、具体的な連絡調整の運用に関しまして、県と共同訓練の開催について協議

を進め、より効果的な対応を目指してまいります。 

 以上、災害救助法に基づく災害救助実施市につきまして御説明を申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（段木和彦君） 御説明ありがとうございました。 
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 お聞きのとおりでございます。 

 これより、御質疑等をお願いしたいと思いますが、最初に一括か一問一答か、質問方法を述

べていただき、一問一答の場合は、答弁を含め、おおむね30分以内でお願いいたします。 

 それでは、御質疑等がありましたら、お願いいたします。佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 一問一答でお願いします。基本的なことも含めてお聞きします。 

 まず、第１点目は、昨年４月、災害救助法の所管を保健福祉局、そして総務課から総務局に

移管をされたということで、その準備段階ですとか、あとは移管後の職員の災害救助法に関す

る研修ですとか、対応能力、防災力の向上に向けた取組というのはどのようにされてきたんで

しょうか。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 これまで、危機管理部門の組織改正を行ってまいりまして、市災害対策本部

の統括機能を明確にするなど、救助実施市の指定に向けて準備を進めてまいりました。また、

災害発生時に迅速かつ的確な対応を取るために、庁内関係課だけでなく国、県、関係機関、関

係団体等との連絡調整機能も必要不可欠となります。このため、庁内関係課の職員に対しまし

ては、災害救助法に係る研修を実施するとともに、国、県、関係団体等とは、平時を含めて連

携を強化してまいります。 

 以上でございます。 

○委員長（段木和彦君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） ２点目は、災害救助基金の設置ということで、これは法律で義務と

いうことになっていると思うんですが、この基金の積立ての今後の計画といいますか、先ほど

説明があった前年度の３年間におけるという幾つかその基準があったと思うんですけれども、

その下で今後、積立てをどのように計画的に行っていくのかということをお聞きしたいと思い

ます。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 基金の積立てにつきましては、毎年度、災害救助法に定める額を積み立てることになってお

りますので、毎年度、必要額を計算いたしまして、それに達しない場合は、不足額を積み立て

てまいります。 

 また、災害救助法が適用される場合、そういった場合には、基金を取り崩すことも考えられ

ますので、それにより不足した額も含めて積み立てることになります。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） これに追加して質問したいんですけれども、結局は、来年度も大体

同様の基金が積み立てられるという理解でよろしいでしょうか。今、この金額で言いますと６

億6,000万円ほどになっていると思うんですが、これが来年度も大体同じぐらい積み立てられ

るという理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課長でございます。 

 来年度は計算しておりまして、今年度は約６億6,000万円なんですけれども、来年度はこの
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最少額が６億9,500万円となりますので、その差額になります3,500万円を積み立てるという形

になります。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 続いて、災害救助法に基づく応急救助についてということなんです

が、問題点ということでお話がありました調査事務、あとは罹災証明書発行事務、これが国庫

負担の対象外ということになっているということで、実際には、被災から復興に至る中で、市

民生活に直結する事務だと思うんですが、これが国庫負担の対象外になっていることについて、

見解とともに、千葉市として、国への働きかけなども含めて、どのようなスタンスで考えてい

らっしゃるのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 災害救助法が適用されるような一定規模の災害が発生した場合には、被災市だけでの対応と

いうのが困難になりますので、全国から応援職員が派遣されて、ほとんどのケースで災害救助

法の今、対象となっている避難所の運営、それに加えまして災害救助にとって必要不可欠とな

ります住家被害認定調査業務、それから罹災証明書の交付の業務を応援の職員には担当してい

ただくというケースがほとんどになっております。 

 しかしながら、この住宅被害認定調査業務等の費用が救助法の適用外となっておりますので、

こちらでは被災自治体の財政負担が大きくなるという問題点と、応急救助の適切な判断にも影

響しかねないというふうに考えておりますので、国におかれましては、救助法の対象経費とし

ていただきたいと本市としては考えております。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 次に、今後想定され得る大規模災害における、今お話があったのは、

例えば、事務量がどのような想定の下でされるのかとか、または、他部局からの応援職員、こ

れは実際にはやられているというのは伺っていますけれども、その確保ですとか、あとは国の

支援、先ほど幾つか基準が設けられてということで、最大でも９割の国庫負担が行われるとい

うことなんですが、そういった内容について、今後必要な部分について明確にされていくとい

うことの理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 災害救助法が適用となった場合の事務につきましては、現在、庁内向けの事務マニュアルの

策定作業を進めておりますので、その中で整理していきたいと考えております。 

 また、危機管理部以外の他部局からの応援職員の確保、これについては千葉市業務継続計画

を策定しておりまして、また、国や他の自治体からの支援の受入れというものが千葉市受援計

画と策定しておりますので、これらに基づいて今後も適切に対応してまいります。 

 なお、国からの財政支援につきましては、説明もさせていただきましたが、災害救助費が大

きくなった場合に、国の負担割合が上がる仕組みとなっております。そのほか、特別交付税措

置によって補完されるものとなっております。 
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 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 幾つか質問させていただきましたけれども、今、本当に豪雨災害も

含めて、様々な自然災害が起こっている中で、やはり迅速に対応できるという点では、災害救

助市実施という面では、県によらず、千葉市として独自にできるという面もあるということな

ので、主には、やはり被災された市民の方への対応を迅速に行っていただけるように今後も取

り組んでいただきたいということを述べて、終わります。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。須藤委員。 

○委員（須藤博文君） 一括で、３点ほどお聞きしたいと思います。 

 １点目は、障害物の除去というのがあったと思うんですけれども、これに関して、令和元年

の台風のときは、電柱が倒れたり、ゴルフ場のものが倒れてきたりというところもあったと思

うんですけれども、民間企業とか、東京電力とか、そういったところが含まれたときに、そう

いう連絡体制とか、どっちがやるのかみたいなので今回、混乱があったと思うんすけれども、

これは体制は変わったということなのか、教えてください。 

 ２点目、国庫負担の件ですけれども、10分の５から10分の９、残りが特別交付税10分の４と

いうことなんですけれども、これは、自治体が千葉市として負担をしないということもあるの

かということです。 

 あとは、３点目、今回、救助実施市指定をされたということで、千葉県は本市以外の市町村

における救助に注力できるよということでメリットを掲げていましたが、恐らく千葉県しか持

っていない施設とか、千葉県しか持っていないものというのが多分あると思うので、この災害

救助実施市に指定をされたことでのデメリットというか、むしろ千葉市は自分でやってねと言

われてしまう危険がないかどうか、そこのコンセンサスは取れているのか教えてください。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 まず、１点目の障害物の除去につきましては、令和元年の風水害を受けまして、東京電力と

協定を結んでおりまして、障害物の除去につきましては、電線にかかる部分については東電の

職員の方の立会いの下、市のほうでも協力してやれるような体制を取るということで連携を強

化しているところでございます。 

 続きまして、国庫負担の10分の５から10分の９までということで、これがまず特別交付税措

置が100分の40、10分の４ありますので、残り６割のうち、救助費が大きくなると国の負担し

ていただく割合が５割、８割、９割と増えていくんですけれども、これが交付税措置を抜いた

10分の６まで国の負担が上がるような救助費になった場合には、市の負担はゼロになるという

仕組みになっておりまして、おおむね市の税の約３％を超えるようなもの、大きな災害があっ

た場合には、市の負担はゼロというふうになるという仕組みになっております。 

 最後に、県との調整ということで、今回、救助実施市の指定を受けたということで、これに

伴いまして、やはり県との連携、調整というのが非常に重要になりますので、これを機に、逆
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に連携は強化しているところがございますので、今後、県とは協力しながらやっていきたいと

考えております。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 須藤委員。 

○委員（須藤博文君） ありがとうございました。障害物、電柱の件はそれで分かりました。 

 あと、ゴルフ場の鉄塔が倒れたとか、そういった電柱以外のものに関してはどうですかとい

う点をちょっと補足していただければと思います。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理監。 

○危機管理監 電柱以外につきまして、民間の施設に関してもやはりそれはそのときの協議と

いう形になると、相手になると思います。それは東京電力とか、ＮＴＴとかも協議を進めた中

の実績もありますので、そういった形で割合を考えるということになるんですが、まずは何か

あれば除去するということが優先されると思いますので、そういった場合は迅速に対応してま

いりたいと思います。 

 それと、１点追加させていただきたいんですが、県との連携、デメリットということなんで

すけれども、実は令和元年のときには、県の実施であるために、我々としても県のほうでと思

っていた部分が、逆に全然動いてもらえなかった、給水車も来てくれなかったという、まさに

そういう実績がありましたので、そういう部分では、お互いにやりますということが明確にな

り、連携を今、その当時とは違って強化されておりますので、そういった意味では、今後はし

っかりと連携を取ってやっていけるものにますますなるんではないかというふうに期待してお

ります。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 須藤委員。 

○委員（須藤博文君） ありがとうございました。 

○委員長（段木和彦君） ほかにございますでしょうか。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） それでは、一問一答でお願いしたいと思います。 

 先ほど見学させていただいたり、それから御説明もいただいていた中での質問となりますけ

れども、実際、免震構造、ゴム製だとか、油圧式ダンパーでしたでしょうか。そういうので大

分この揺れも少なくなるというふうに聞いています。その揺れについて、例えば、どの程度、

体感といいますか、そういうのが感じられるのかというのをまず最初にお尋ねします。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 この新庁舎につきましては、積層ゴムとオイルダンパーという基礎免震構造の構成がされて

おります。この構成によりまして、地震の揺れを軽減するというふうに聞いております。 

 この基礎免震構造の採用による揺れの軽減につきましては、数値で表現するのは難しいので

ございますが、今年度発生した地震におきましても、旧庁舎との比較で揺れを小さく感じてい

ると、低層棟、高層棟問わず、多くの職員がそのように述べております。 

 以上でございます。 

○委員長（段木和彦君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 
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 私、今、体感と言ったんですけれども、こういったもので明確に、大体、例えば、震度４の

ときは震度１ぐらいだよとか、そういった考え方というのはないのかどうか。なぜこういうこ

とを言うかといいますと、やはり免震構造というのは、２割ぐらい建設費が加算すると言われ

てもいるんですけれども、実際には揺れが軽減されるので、コストも鉄筋とか鉄骨の数が少な

くて済むよというような専門家のお話も聞いたりもしておりますので、その辺、明確に今後、

出せるのか出せないのかというか、出せる方向に、この建築の設計図などから明確にしていた

だけるような方向性を見いだしていただきたいというふうに思います。 

 次に、先ほど御説明いただいた図面の中に、こちらですね。 

 （図面を用いて説明）危機管理センターの御説明の図面の中に女性と男性の泊まるところが

ありまして、それぞれ仮眠室、休憩室になっていますけれども、鍵の対応はどうなっているの

か、お尋ねします。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 仮眠室、シャワー室等につきましては、男女別で、個々に鍵がかかるような

仕組みになっております。 

○委員長（段木和彦君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 昨今ＬＧＢＴＱの方々もいらっしゃいますし、そういった方々はどう

いう対応になってくるのか、伺います。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 ＬＧＢＴＱに係る対応につきましては、その時々の具体的な状況を踏まえま

して、本市が平成30年にＬＧＢＴを知りサポートするためのガイドラインというのを作成して

おりますので、そういったものを参考に、そういった部屋の運用を工夫して、個別に対応して

いきたいと考えます。 

○委員長（段木和彦君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 今、ＬＧＢＴＱと申し上げてしまいましたけれども、やはりそれが男女別ということになっ

ていますとなかなかそこは難しいのかなと。その中でやるというのはなかなか難しい気もする

んですが、当事者の方が本当に困らないようにしていただけるような、もう自分は男性なんだ

けれども、女性の気持ちがあるから、そういう場合なんかは特に難しくて、見かけが男性だけ

れども、男性のほうに入っちゃいますと、個々に鍵がかかるんでしたっけ。例えば、部屋ごと、

男性、女性の全体の部屋じゃなくて、個々の部屋の鍵があるというふうに認識していいんでし

ょうか。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 シャワー室につきましては、シャワーが１基ですので、そこは個室になると

いうことでございます。 

 仮眠室につきましては、男女単位での区切りとなっております。 

○委員長（段木和彦君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 今すぐどうこうというわけではないかもしれませんけれども、今後そ

ういった方々も仕事に携わる可能性というのもあると思います。あなた、そうだから、じゃい

いですというわけにいかない部分も出てくるのかなと思いますので、その対応については、今
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後検討していって、ガイドラインが出ているというふうに言っていただきましたが、そのガイ

ドラインに沿う中で、今私が質問したことが明確に、そして、職員の方が困らないように対応

をお願いしたいと思います。 

 次、これちょっと防災ラジオのほうはまたおいおいのほうがよろしいですね。先ほど委員長

が言っていただきましたので、ありがとうございます。 

 あと、先ほどのこの罹災証明書とか、それから被害調査の事務、今まで出ていないというこ

とに、国庫負担の対象となっていないんですよね。救助対象外というふうになっています。 

 今までも、例えば、東日本大震災のときにも、千葉市が福島なり、いまだに行っているんで

しょうかね。数年前まで、私がたまたま土木事務所にお願いしに行ったときに、またこの行っ

てくれという要請が来ていますよと職員の方々に管理職の方がお話しされておりました。 

 直近までこういったお手伝いに行くというのが各部署であったんじゃないかと思うんですが、

それぞれのお手伝いに行ったんだけれども、対象外となっているんですが、その場合の経費、

千葉市が見ることになると思うんですが、その経費というのは、累積すると、この東日本大震

災だけで考えるとどの程度になっているのか、伺えればと思います。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 すみません、費用のほうは、手元にはないんですけれども、今、応援職員を派遣する制度と

いうのは全国で行っておりまして、費用負担につきましては、応援に行った市と応援を受けた

市の協議で決まるんですけれども、ケースとして多いのは、被災を受けた、応援を受けた自治

体が応援に来た職員の分を負担するというケースもございますので、その辺は状況に応じて、

当事の自治体同士で話合いをして費用は決めているというような状況でございます。 

○委員長（段木和彦君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 先ほども課題として挙げていただきましたので、そういった事務もやらなければいけないと

いう、余計な負担がかかってきてしまうと思いますので、こちらのほうは私が言うまでもござ

いませんが、ぜひ具体例も出しながら、言っていただけたらと思います。 

 それと、あと、積立てのほうなんですが、それは、例えば、毎年の金額が変わってくるわけ

ですけれども、総体的にこれだけためればいいよというところは限界みたいなのはないわけで、

ずっと毎年やっていくという認識でよろしいんでしょうか。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 基金につきましては、救助にかかったときの費用を支弁するという趣旨でございますので、

大体今６億6,000万円ということで、先ほど費用負担のところで御説明させていただきました

が、市の負担というものは、国のほうからの支援を受けまして、最大で１割ということになっ

ておりますので、これを確保できるようなものということで、毎年の県の市税の金額、３年の

平均額、また市の人口に基づいて毎年計算して、不足分を積み立てていくというような形にな

ります。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 三瓶委員。 
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○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 それと、７ページなんですけれども、災害が発生したときの段階の救助というふうになって

おりまして、その中に死体の検索及び処理というふうに出ております。全部私も調べたわけじ

ゃないんですが、こちらのほう、遺体という表現があったり、死者のというような表現があっ

たり、または死体とこのように表現があったりもするんですが、やはり、亡くなられた方への

尊厳と申しましょうか、そういったものもございますので、本当は御遺体とつけたいぐらいな

んですが、ちょっと事務的にあれなんだと思うんで、遺体というふうな表現に変えたほうがい

いのではないかと思いますが。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 こちらにつきましては、災害救助法という国の法律の中で救助対象項目とい

うのが決められておりまして、その中の表現をこちらのほうに記載させていただいております

ので、法のとおりというような形で御理解いただければと思います。 

○委員長（段木和彦君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） その辺は十分に分かったりもするんですが、やはりこの辺は今後、亡

くなられる方が誰もいないというわけじゃないんで、こちらのほうはやはり市民側からすれば、

この言葉尻で非常に傷ついたりする方もいらっしゃいますので、国への対応ということで、一

つ国にもちょっと相談といいますか、絶対に変えてくれというわけにはいかないかもしれませ

んが、やはり御遺族のことを考えますとこのままでいいのかということを強く感じますので、

よろしくお願いします。こちら、強く要望させていただきたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わりにします。ありがとうございました。 

○委員長（段木和彦君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 一括です。 

 危機管理センターの話もありましたので、１個だけ当たり前の確認です。先ほど発言のなか

ったＭＣＡアドバンス、最後確認させていただきました。ドコモ回線を使っているので大丈夫

だと思うけれども、個々の単体で衛星通信が可能なのかどうかというのを、簡単なことをちょ

っと教えてください。 

 ２つ目は、今回のこの災害救助法のここに関連して、先ほど須藤委員もおっしゃっていたん

ですけれども、できる規定なのか、やらなきゃいけない規定なのか分からないですけれども、

取りあえずやれる面で逆におっかない面もあって、さっき県の施設の話をしてくださいました。

そのとおりだと思います。 

 要は、国の施設なんかは、国はもう完結的にかなりそういった体制を取っているので、何か

ヘルプということはないでしょうし、市民生活に直接関係するかといえば、あまりそうでもな

いのかなと。そういった意味では、県施設の兼ね合いになるかなと思うんですが、それも含め

てなんですけれども、今回の規定の中で、救助と支援と大きなこの枠組みの中で、例えば、仮

設住宅のことが入っていますけれども、これ本当にやり切れるのかなというようなことを率直

に思いました。 

 当然、それは受援計画もありますよなんて話はさっき出ていましたけれども、受援計画とい

うのは、別に人と物の流れの話なので、物流というか、そういう流通の話がメインなので、こ

ういったことを全てフォローできるとはちょっと思えない感じの計画という印象を持っていま
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す。 

 そこで、大ざっぱな計画ですけれども、市としてどこまで、これは自己完結的に初動として

も特にやっていかなきゃいけないというふうに理解されているか。これは具体的に挙げなくて

も、考え方だけでも結構です。どういう整理をつけていらっしゃるのかということをちょっと

知っておきたいなというふうに思います。 

 それと、先ほど直接おっしゃってくれましたけれども、県との連携で、これから連携します、

連携しますとおっしゃるんですけれども、先ほど話に出ていたように、給水の時が一番典型的

に分かりやすい話で、情報すら来ないという状況だったですよね。応援に行ってもらっても、

応援してもらった状況さえ来ないという状況だったと思いますので、それは会議をやるからま

た来るという話でもないと思うんで、それをさっきの説明では、皆さん方がやれるというふう

におっしゃったものですから、いや、情報のない中でどうやってやるんですかって話になるの

で、何か新しい仕組みづくりとかを具体的に考えていらっしゃるのか、そこもちょっとお聞か

せ願えたらなというふうに思いました。 

 以上でございます。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課から、ＭＣＡについてお答えさせていただきます。 

 ＭＣＡにつきましては、衛星回線はつながっておりません。衛星回線につきましては、市役

所と各区役所に１台ずつ、合計７台の別の端末で衛星が使えるものを整備しております。 

 以上でございます。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 救助と支援につきまして、２つ目の御質問なんですけれども、千葉県、本市

の間では、今回、災害救助法の適用実施、救助実施市になるに当たっての事前の計画、資源配

分計画というものを立てております。これは何かといいますと、千葉市だけでその資材や人的

な財力を確保しないように、逆に言えば、千葉県に全部持っていかれないようにというような

形で、あらかじめこういう形で資源配分決めておきましょうよという部分の計画は立てており

ます。 

 その資源配分計画の中で関係機関も含めて、こういった情報提供をしますから、例えば、プ

レハブの応急仮設住宅を建てるのに、プレハブ協会のほうとの構成団体の名簿ですとかの共有

ですとか、そういったもので直接やり取りができるような形という部分を県とあらかじめ調整

しているところでございます。 

 また、県との連携につきましては、先ほども申し上げましたとおり、調整会議等々行うとい

うことと、プラス平時からの連携という部分においても従前とは違うような形で、あらかじめ

住宅部門ですとか医療部門、それの私たち防災部門だけでない各部門の連携、これも救助実施

市に申請するに当たっての分科会というのをつくって、これも今現在も継続しているところで

ございます。そういった面で、各医療、住宅も含めて連携を取れているのかなというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○委員長（段木和彦君） それでは、危機管理監。 

○危機管理監 若干補足させていただきます。例えば、水道事業に関しましては、令和元年度
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の後に水道の供給の連携会議みたいなものも始まっておりますので、連携強化が始まって強く

なっているのは、あの令和元年を起点にかなり変わってきている状況だと思います。 

 あと一つ変わっているのは、情報に関しましても、あのときには県からリエゾンが、いらっ

しゃらなかったんですが、もう今は、今年の台風でもすぐに災害対策本部できたら県の情報連

絡員、リエゾンが市のほうに来まして、そこで待機して、情報を取っていて、県との連携を取

っているというような大分体制が変わってきている状況でありますので、そこら辺も御承知お

きいただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。 

 ２回目はその件の意見という形ですけれども、そのためにもまさに同じ部屋でできる体制に

なった危機管理センターというのが非常に意味があるということですよね。それをぜひとも活

用していただきたいと思います。駐車場でやり取りするなんてことがもうこれでないと思いま

すので。 

 あと、衛星回線については、要は施設の代表電話でやるんだという考え方だとは思うんです

けれども、ちょっと今後いろいろ研究されてもいいのかなという気がしています。ちょっとそ

れは大分前の考え方なのかなという印象もちょっと持っています。平成15年とか20年ぐらいの

ときは、そういった形でやっていたような気がするんですけれどもね。もうちょっと大々的に

できる対応の策も考えてもいいのかなと思いました。 

 あと、財源の確保とかもいろいろされているということですので、今後しっかりやっていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） ほかにございますでしょうか。宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） 一括です。 

災害は忘れた頃に来ると言いますけれども、令和元年に倒木の問題が物すごく出ましたよね。

これからちょうど５年たっているんですけれども、その辺の対策はできているんですか。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 危機管理部でございます。 

 倒木におきましては、まず、街路樹につきましては、十分な日々の調査等々で、倒木のおそ

れのある部分には枝払いですとか、そういったものを行っております。また、令和元年の台風

の原因となりました電線近くの倒木などについては、災害に強い森づくり事業というのがござ

いまして、これ民地、山林部分の所有者との協力の中で、公費も使いながら、この街道から何

メートルの間を倒木、伐採して植栽をしていくというような形で、そういった取組も始まって

いるところでございます。 

 また、先ほど来お話をさせていただきました、いざ倒木があった際の千葉市との電気事業者、

それから通信事業者との連携につきましても、災害時応援協定によって迅速に対応できるよう

な形というのをつくっておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（段木和彦君） 宇留間委員。 
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○委員（宇留間又衛門君） それこそ関東は今回出ましたけれども、九州だとか、四国だとか

は、全然出ていないんですよ。何か私はそういうことがあると思うんだよ。今回、関東は全部

やられましたけれども、九州へ行ったって倒木なんかないんだよ。何かそれはあると思うんだ

けれども、今言ったとおり、部長が言ったとおり、今度は民地から何メーターに植える。その

辺をやっぱり行政とやはり民間の方と、もう電柱、あれ15メートルですから、15メートル以下

に収めてくれとか、そうするとやっぱり見て歩かないと、また災害がいつ起こるか分かりませ

んので、やはり九州、あっちへ視察に行ってどういうふうにやっているのか。私、そういうこ

とも見たほうがいいと思いますよ。木を切ったのは関東だけです。 

 それと、やはりもう一つは、東京電力、これは民民だとか、やはり自衛隊じゃないとちょっ

と切れないよ、あれ。機械もなしに、植木屋さんだって15メーター、20メートルの木を切って

いただきたいと、切れないでしょう。東電の方も、それは切るのは専門じゃないんだから。電

気をつなぐのが専門だから。どんどん遅れちゃうんですよ。その辺をやっぱりこれからの課題

として受けてもらいたいと私は思っておりますので、危機管理にも頑張っていただく。 

 それと、もう一つは津波対策ですけれども、この間の地震でもそんなにない。大正４年に関

東大震災が起きたときには、やはり千葉も内房、外房で止まったという事例がございますので、

そんなに大きな津波が立たなかった。内湾ですからね。 

 私が一番大きいと思うことは、やはり京葉工業地帯の油だと思うんですよね。あの油が、も

しくはガソリンが漏れたときに、その津波で川をずっと上がってくると、それが私は一番怖い

と思っているんですけれども、そういう対策もやっているんですか。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 排出油の防除ということで、地元の企業の方、また県、海上保安庁等と会議体がありまして、

そちらのほうに出席いたしまして、情報共有を行ったり、訓練を行ったりという体制もありま

すし、いざそういった事故があった場合には、すぐに連絡が来るような体制は取っております。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） 以上でいいです。 

○委員長（段木和彦君） ほかにございますでしょうか。野本委員。 

○委員（野本信正君） それでは、一問一答でお願いします。 

 大きく分けて一つは、先ほど視察させていただいた総合防災システム、危機管理センターな

どの機能について。そして、これが千葉市の災害にどのような役割を果たすのかということに

ついてお伺いします。 

 もう一点は、災害救助法に基づく災害救助実施市について、以上２点についてお伺いしたい

と思います。 

 まず最初に、新設された総合防災システム、危機管理センター等、ただいま視察させていた

だきましたけれども、これがどんな役割を果たすのかということであります。このシステムが

旧庁舎のときと比べてどのように変化したのか、お伺いします。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 
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 これまでは、被害情報等の収集、緊急情報等の発信、それから千葉県の報告を別のシステム

で行っていたほか、気象だとか水位の情報、それから市民が投稿するＳＮＳの情報などを別々

のモニターで確認していたところでございますが、新庁舎の総合防災情報システムでは、マル

チモニターに投映して確認や監視を行うことができますので、作業効率が向上してございます。 

 また、当システムはクラウド型のシステムでございますので、現場からタブレットの端末な

どを使って、写真や動画をその場から投稿できるなど、より迅速で分かりやすい情報共有が可

能となっているというものでございます。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に、迅速的確な災害対策を支援するということでありますが、シス

テムの操作、運用する職員が４月からの短期間で的確に対応できるようになっているのか、お

尋ねします。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 このシステムにつきましては、運用開始前の本年３月から検証を開始してお

りまして、３月と５月に建設局、消防局、各局主管課等を対象とした研修をこれまでに６回行

っております。今後もその研修の動画を作成するなどして、習熟を図っていきたいと思ってお

ります。 

 また、平常時からの訓練でも使用ができますので、各局等の積極的な活用について周知を図

っているところでございます。 

 なお、本年６月の台風第２号でも使ったところですが、そのときの対応でも避難情報の発令

など、以前に比べて迅速に対応することができたと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に、危機管理センターに収集された情報を活用して、災害対策を有

効に行う流れについてでありますが、消防や区役所などへの発信と共有は理解できますが、市

民、自治会、自主防災組織などへの発信と共有、適切な対策はどのようにされるんですか。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 令和元年の風水害の教訓を踏まえまして、自主防災組織避難所運営委員会の

代表者などのメーリングリストを作成しております。総合防災情報システムから、そのメーリ

ングリストに対して情報発信を行える体制としております。 

 また、総合防災情報システムからは、電子メールだとかＳＮＳなどに情報配信を行うほか、

市の防災情報を発信するホームページである千葉市防災ポータルサイトに緊急情報や避難所情

報、市からのお知らせなどを発信して、市民の皆様に必要な情報をお届けすることとしており

ます。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 市民への発信については、たくさんの方がいるし、高齢の方とか、情

報を受けづらい人もいると思うんですけれども、そういう方についてはどのようにするんです

か。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 総合防災情報システムからは、安全・安心メールだとかＳＮＳだとかを活用
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して発信するほか、先ほど申し上げましたポータルサイトに掲載しております。このポータル

サイトには、新しく地図機能を追加して、避難所だとか、土砂災害の危険度などを視覚的に確

認できることとしております。 

 また、こういった情報媒体が使えない方につきましては、地域の中でそういう情報を伝えて

もらう体制をお願いしたり、あと、電話、ファクスに情報を流すというサービスもやっており

ますので、そういったものの普及を図っているところでございます。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 最後のほうの答えが大事なんですよね。なかなか無線もよく聞こえな

いとか、いざとなるといろんなことを知らせてもらうのに困難な人がたくさんいるので、そこ

はもっと工夫してもらいたいと思います。 

 次に、災害に強い新庁舎、近代的な危機管理センターができましたが、新しい施設にふさわ

しい災害対策を支援する人の力、人力といいますかね、マンパワー、これが必要になりますけ

れども、市職員や消防等、行政の体制と住民からの協力についてはどのように考えておられま

すか。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 市の職員につきましては、災害時に危機管理センターの機能を発揮できるよ

う、平常時の訓練だとか研修を行っております。それとともに、実際の災害での活用状況を踏

まえて、必要に応じてマニュアル等を見直すなど、体制強化を図ってまいります。 

 また、市民の皆様につきましては、防災ポータルサイトの情報などを参考にしながら、自主

防災組織や避難所運営委員会の活動に積極的に参加していただくほか、要配慮者の支援体制を

構築していただくなど、地域防災活動を進めていただきたいと考えております。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に、資料を見せていただきますと、災害に強い新庁舎のうち、②の

ところで浸水に強いの説明では、高潮対策として、主要な設備は２階以上に配置と説明してい

ますが、高潮の最大の高さは何メートルと想定しているのか。新庁舎１階は浸水する想定とな

っているようですが、もしものとき、１階等の安全対策はどうなるんですか。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 高潮につきましては、想定最大規模の高潮で浸水深が５メートル未満という

想定がされております。高潮につきましては、あらかじめ発生が予測されますので、１階には

市民等が入らないように接続を遮断するほか、基幹システムへの影響を防ぐような対策をする

とともに、１階のテナントには、情報提供等していきたいと思っております。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 確かそういうことで、５メートルの高潮が来たら１階全部のまれちゃ

うし、市役所に限らず、主要警察署なども全部浸水しちゃうわけですよね。そこのところは相

当しっかりした対策が必要だということだけ今日は申し上げておきます。 

 次に、災害に強い新庁舎、危機管理センター、総合情報システム等の構築に要した費用です

か、これはどのくらいかかったんですか。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 危機管理センターを含みます新庁舎の建設費は、268億円と伺っております。
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また、総合防災情報システムにつきましては、システム構築と令和９年度までの運用保守を含

むサービス利用契約を３億8,362万5,000円で締結しておりまして、令和５年度から５年間で平

準化して支払う契約となっております。年単位にしますと、支払い額が7,672万5,000円となり

ます。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） ランニングコストはいかがですか。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 新庁舎の維持管理費は約６億円でございまして、旧庁舎単体と比較すると、

建物の規模や設備等が異なることから、増額となると伺っております。しかしながら、旧庁舎、

中央コミュニティセンター、ポートサイドタワーに分散している状態と比較しますと、庁舎管

理費の大部分を占める委託料、光熱水費、修繕料等について、令和３年度決算と令和５年度予

算では、電気料金の高騰がなければコスト削減につながっているというふうにも伺っておりま

す。 

 また、総合防災情報システムにつきましては、システム構築と令和９年度までの運用保守を

含むサービス利用料を３億8,362万5,000円で締結しており、これを平準化いたしますと、年単

位では7,672万5,000円となります。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 危機管理センター、今日見せていただきましたが、端から端までかな

り長いし、それぞれの施設の大きさも大きいですね。旧庁舎の面積から比べたら、10倍ぐらい

あるんですかね。そういう中で、ふだんの利用については、危機管理以外の利用も考えている

んですか。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 平常時に訓練等で使用しない場合につきましては、最初に御覧いただいた本

部会議室、それから次に御案内いたしました関係機関調整室、この２室につきましては、会議

室として職員の貸出しを行っているところでございます。また、併せて市民の方々にも危機管

理センターを視察していただいて、千葉市の防災体制の周知も図っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 災害に強い市役所、危機管理センターができて、体制も整えつつある

んですけれども、この際、それがどのように本当に役割を果たしていただけるかということが

重要だと思うんです。 

 そこで質問させていただきますが、今、全国各地で台風災害などが起こっております。河川

の氾濫や土砂災害、甚大な被害が起こっているわけですけれども、危機管理監にはこの状況の

把握、原因、関東や千葉市の発生の可能性、もしものときの対策について考えがあれば聞いて

おきたいし、千葉市民に対して、これも人ごとではなく備えたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理監。 

○危機管理監 本市では、以前より被災地への職員派遣、災害派遣に備えまして、他地域で大

きな災害が発生した場合には、指定都市市長会等から積極的な情報収集を行っております。ま
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た、被災地への積極的な職員派遣も行っておりまして、得た知識や経験をマニュアル改定、そ

れから研修等に役立てております。 

 また、総務省の応急対策職員派遣制度にも積極的に職員を登録しまして、いざというときに

は派遣できるような体制を取るために、常に研修等も実施しております。風水害に係る防災体

制の強化を今図っているところでございます。 

 また、浸水想定区域図の作成が義務づけられています県管理河川につきましては、全て浸水

想定区域を公表しております。これを反映した風水害ハザードマップをウェブ版で公開してお

ります。風水害対策では、リスクの把握というのが事前の想定が重要になりますので、市民の

皆様にはハザードマップなど、周囲の危険度、避難施設などを確認していただいた上で、家庭

での備え、緊急情報の入手手段の確保など、御自分自身や家族をお守りいただく対策を取って

いただくとともに、さらに地域防災活動にも積極的に参加していただけるようにと考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） この問題の最後のほうになるんですけれども、やはり最近の災害を見

てみますと、１日に１年分の雨が降るというような、本当に想像できないことが起こっている

わけですね。そういう問題が起こったときに、千葉市は一体どうなるのかと我々も心配してお

ります。 

 千葉の過去に起こった水害は、草野下水路とか浜田川、六方下水路、都川、平成元年では村

田川の上流もかなり氾濫しました。そして、そういうところはそういう大きな水害が起こると

き大丈夫なのかと。また、平成元年の台風では、崖崩れで死亡者も出ました。危険箇所の対策、

強風による倒木、停電の対策。 

 先ほど宇留間委員からも出ましたけれども、倒木については、本当にこれは事前の手を打た

ないと防げないと思うんです。そういうことについて具体的にいかがでしょうか。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 危機管理部でございます。 

 草野水路、六方都市下水路周辺につきましては、雨水対策のさらなる強化を図るために、雨

水対策重点地区整備基本方針で重点地区に位置づけて、現在検討及び整備を進めているという

ことを確認しております。 

 その他の地区におきましても、浸水被害の状況などを踏まえまして、地域の状況に応じた対

策を進めているというところでございます。 

 しかしながら、大雨に対するハード対策だけでは、浸水被害の解消ということが難しゅうご

ざいます。市民一人一人の備えやソフト対策も重要であると考えまして、本市では、令和元年

房総半島台風の経験以降、災害に強いまちづくり政策パッケージを作成いたしまして、ハード

とソフトの両面を併せて事業に取り組んでいるところでございます。 

 土砂災害の対策といたしましては、危険な崖地付近からの移転に係る費用の一部助成ですと

か、危険性の高い崖地の崩壊防止工事等を推進するハード対策に加えまして、土砂災害警戒区

域等の周辺にお住まいの方に、土砂災害から身を守るために備えておくべきポイント等を掲載

した啓発チラシの配布、それからハザードマップによる危険箇所の周知等のソフト対策を実施
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しているところでございます。 

 また、長期停電の主な原因となった倒木を迅速に処理する体制を構築するということで、先

ほどもお話をさせていただきましたが、電力事業者や通信事業者との協定を締結しているとこ

ろでございまして、停電の原因となり得る樹木の予防伐採を含めて、電力通信の強靱化に向け

た連携の強化を図っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 水害の幾つもの実態を私も長い議員経験の中で見ております。草野下

水路などは、かなりの被害が出て、避難もしなきゃいけなかった人もたくさんいました。六方

下水路もあふれたことがあるんですね。それから、鶴沢町近くの不寝見川とかこういうところ

も、また亀岡町周辺であの都川があふれたこともあるんですね。 

 そういうようなこと、特に村田川のあの上流、あの辺は県の管理なんでしょうけれども、ち

ょっと雨降るともう駄目ですね。そういうところの対策をもう本当にしっかりやっておかない

と、大きな雨が降ったときに大変なことになるんじゃないかなと思うんで、ぜひひとつ積極的

にやっていただきたいと思います。 

 それから、次に、災害救助法に基づく災害救助実施市についてでありますが、いろんな御質

問があったんで大分理解できたんですけれども、端的に３点ほどお伺いします。 

 災害救助法に基づく救助実施市の指定によってどんなメリットが千葉市にはあるんですか。 

○委員長（段木和彦君） 野本議員に申し上げます。残り10分となりますので、時間内でまと

めていただくようお願いいたします。危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 県からの事務委任を受けることなく、迅速かつ的確な応急救助の実施が可能となるというこ

とが第一義でございますけれども、それ以外にも、平時から町内外の体制を整備するというこ

とによりまして、大規模災害への備えのさらなる強化につながるというようなメリットを考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 千葉市が過去に適用された事例は、これは出ておったように思います

が、いかがでしょうか。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 過去に本市で災害救助法が適用された災害につきまして、記録のあるところ

では、東日本大震災と令和元年の房総半島台風等による被害がございます。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 過去に救助法が適用された災害発生時は、救助実施市に指定されてい

なかったわけですね。もし指定されていたらどのような変化があったのかという比較の問題で

質問しますが、いかがですか。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 例えば、災害救助法の対象救助項目の一つに、職員の給与を例に挙げますと、

従前では、県からの事務委任を受けるまでに日数を要しておりましたが、救助の実施主体とな
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ることで、災害救助法が適用された場合には、直ちに食事を提供することが可能になるなど、

迅速かつ的確な応急救助が可能となります。 

○委員長（段木和彦君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） ありがとうございました。 

 今後も当委員会が市民の命と安全を守るために大いに力を発揮することが必要かなと思うこ

とを申し上げて、終わります。 

○委員長（段木和彦君） ほかにございますでしょうか。岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 一括で３点ほどお聞きします。 

 令和元年のときの台風15号、19号のときに、新庁舎じゃなかったんで大分情報が散乱しちゃ

って、一本化できていなかったところがありましたが、この災害状況は、今度は危機管理セン

ターで一本化することはできるんでしょうか。 

 もう一つは、本庁舎と区役所の連携というのはどうなのか。市民は、やっぱり近い区役所に

情報を聞きに行ったりすることも多いので、そういった連携をどのように考えているか。 

 もう一つ、最後ですが、ドローンを使っての情報収集というのはなされるのかどうか、お伺

いいたします。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 危機管理部でございます。 

 令和元年の房総半島台風、東日本台風、情報が一本化という御質問でございました。 

 今回、私たちの危機管理センターの先ほど、オペレーションルームのほうでちょっと御覧に

なっていただきました真ん中の大きな画面に映し出されていた千葉市総合防災情報システムと

いうのがございます。こちらの機能の中の一つに、クロノロジーの入力というのがございます。

これは何かと申し上げますと、先ほどタブレットを御覧になっていただきまして、現地に行っ

たときにはこういうふうな対応ができるんですよというお話をさせていただきました。 

 そのほかに、各所管のほうで今どういう対策をしているんだという、どういう情報が入って

きて、どういう対策をしているんだというのを入力してもらうことで、画面の中で一括して確

認をすることができます。対応が終了していない部分については、まだそのままになっている

とか、対応が完了したものについては完了というような形で、視覚的に見ることができまして、

私ども、それから、災害対策本部の会議の中でもそれを確認することができるということで、

情報がそこに集約してくるというような形で今、システムをつくっているところでございます。 

 また、区役所との連携につきましては、先ほども災害対策本部の会議室の中でございました

右下の私たちが本部会議をやっている姿を映し出して、区災害対策本部との連携が図れますよ

という御説明をさせていただいたところでございます。これにつきましても、会議の参加は区

災害対策本部、現地でやっている情報を生で私たちの災害対策本部のほうに伝わってくるとい

うこと。それから、消防本部もそこに一緒に会議に参加することが可能ということで、連携な

どはできているということと、それこそ今申し上げました総合防災情報システムの中で、区の

対応につきましても私どものほうで確認ができる。それから、私たちの動きにつきましては、

区のほうでも確認ができるというような形で取り組んでいるところでございます。 

 それだけではどんどん情報が上のほうにいってしまって、見ないと見えなくなってしまいま

すので、そこはやはり私どものＭＣＡアドバンスを活用した連携の取り方等々を訓練しており
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ますので、情報のやり取りは迅速にしていければなというふうに考えております。 

 それから、ドローンの情報収集につきましては、ドローン等の活用について、災害時応援協

定をドローンの協会と結んでおります。被災地の状況を見るだとか、それから、一つ変わった

使い方としては、スピーカーを積んでもらって、スピーカーの防災行政無線の音声の届かない

ですとか、そういったところに音声を発出して啓発をするですとか、それから、まだまだ日進

月歩のドローンの使い方があると思います。この協定の中の一つの条文として、新しい使い方

については情報提供してくださいよというような条文も載せておりますので、そういった今こ

れからはこういうことができるんだよというのを使いながら、ドローンの活用を考えていきた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（段木和彦君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 大変丁寧な御説明をいただきまして、多少私自身もこういうふうにや

っていけばやっぱり連携を取っていけるんだなと、いいやっぱり情報センターがあるので、そ

れをうまく活用して、今後の災害に備えていただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（段木和彦君） ほかにございますでしょうか。大平委員。 

○委員（大平真弘君） 一問一答で手短に、応急仮設住宅の建設についてなんですけれども、

市で土地の選定はある程度できているかと思うので、その中でプレハブの数、そして、そこに

入れる世帯数、人数というのはある程度想定できているかと思うんですけれども、現状で千葉

市の人口に対してどれだけの割合が確保できているシミュレーションなんでしょうか。 

○委員長（段木和彦君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 プレハブにつきまして、危機管理のほうでは、全てを把握はしていないんで

すけれども、今回の救助実施市を受けまして、主体的に市のほうで仮設住宅の救助を行えると

いうことになって、県と調整を行いながらということがあるんですけれども、必要なものは準

備を進めているというのは確認しております。 

○委員長（段木和彦君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） 千葉市の場合ですと、区によって避難の形態がかなり変わってくるか

と思うんですね。美浜区においては、プレハブというよりも垂直避難、自宅待機といったもの

が多くなってくるかと想定されます。ですので、各区においてプレハブ建設の状況というのは

変わってくるかと思いますので、そういった部分も想定した上でシミュレーションをお願いい

たします。 

 そして、私もわんちゃんと暮らしているんですけれども、結構美浜区においては、そういっ

たペットと暮らしている方も多いと思うんですが、もし万が一そういった方が仮設住宅に入居

される場合って、そういったペットとの規定とかってあるんでしょうか。 

○委員長（段木和彦君） それは保健福祉局のほうになるので、救助にあまり関係ないんです

けれども、大丈夫ですか。お答えできれば、お願いします。危機管理課長。 

○危機管理課長 ペット避難につきましては、応急仮設住宅の具体的なところまでは把握はし

ていないんですけれども、ペットとの同行避難といいますか、そういったものは問題意識は持

っていますので、例えば、避難所でもペットを同行していいですよというふうになっておりま
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すので、そちらは対応できるというふうに考えております。 

○委員長（段木和彦君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） ありがとうございました。 

 東日本大震災の際にも、千葉市の美浜区のみ災害救助法が適用されておりますので、上下水

道や電気ガスのインフラがストップした場合の災害対策だったり、地域性に合ったシミュレー

ションであったり、柔軟性のあるオペレーションづくりをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） ほかにございますでしょうか。植草副委員長。 

○副委員長（植草 毅君） 一括でお願いします。 

 先ほど、ＭＣＡアドバンスのほうの説明を受けまして、こちら、電話網が万が一何かあった

ときのために無線も、プラスアルファＭＣＡアドバンス網とドコモの回線を使ったインターネ

ット網をということで、目と耳とあと手足への連絡という形で使われるということなんですけ

れども、これ、ちなみにメール、カメラ管理機能というのは、これはパソコンで管理できるよ

うなものなのか。 

あと、例えば、インターネットを使う場合、このコロナのときにみたいに、一斉に接続しよ

うとするとトラフィックでもう全くつながらないという場合が起こると思うんですね。情報を

得るためにつないでしまった場合も起こると思うんですけれども、そういう場合の対策という

のは取っているのか。 

あと、先ほど桜井議員のほうからも出ていましたけれども、千葉市には衛星電話というか、

衛生を使った電話というのは何本かあるかと思うんですけれども、それに対してＭＣＡアドバ

ンスとかでつなげることができるのかという、フォーンパッチみたいな形ですね。というのと、

あとこちら、設置台数480台、これ、全稼働した場合のチャンネル数というのはどのぐらいあ

るのかというのをちょっとお聞きしたい。 

 あと、この拠点での情報収集で、チェインズとか図書館ＰＣというのはあるんですけれども、

千葉市において一番最初に避難所が開設されるのというのは公民館じゃないですか。その公民

館において情報収集というのが今ＭＣＡアドバンスだけみたいなんですけれども、これ、入力

というのはＭＣＡアドバンスから一々一々入力しないといけないと思うんですね。なので、公

民館のほうにチェインズみたいな、せめてタブレットとか入力方法、クロノロジー一覧とか、

そういうのが見られるような状態というのができるような対策というのは今後どのような感じ

で考えているのかというのをちょっとお聞きしたいんですが。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 まず、ＭＣＡアドバンスにつきましては閉域網でやっておりますので、そこ

からインターネットにとか、衛星回線にというつながる仕組みは今できておりません。という

ことですので、メールとかを直接パソコンに送るということが今現状できないという仕組みに

なっております。 

 それから、ふくそうとか混線の対策につきましては、20回線使っていますし、ＮＴＴのほう

も通話回線用じゃなくてネット回線用ですので、比較的つながりやすいという仕組みにはなっ

ておりますが、例えば、遅延した場合などには、それが発信した情報がため込まれて、再度か

け直したりですとか、そういった仕組みもつくっているところでございますので、よりつなが
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りやすいという対策をしているところでございます。 

 それから、この480台、ＭＣＡのチャンネル数というのはちょっと実はそういう考え方が、

ずばり何台分というのができない。というのが数値化できるものじゃないと聞いておりまして、

回線がつながる台数というような形になると思います。 

 それと、その公民館につきましては、今、公民館でもインターネットがつながるパソコンが

ありますので、それを避難所の、例えば、直近要員だとか、区の職員だとか行ったときに、公

民館のインターネットにつながるパソコンを使えるように今ちょっと調整をしているところで

ございまして、近いうちに公民館側から貸していただけるような体制ができる予定でございま

す。 

○委員長（段木和彦君） 植草副委員長。 

○副委員長（植草 毅君） 実は、無線機タイプであると一斉でみんなが聞くこともできるし、

一斉で発報するということは可能なんですが、多くの区で全部が同じこと言っていたりすると

ちょっとおかしくなってしまうんじゃないかなと思うので、各区でチャンネルを分けているの

かなと私のほうは思っていたんですけれども、そういうわけじゃなくて、これ、システム的に

はどうやってなって、各区でチャンネルを分けているのか。また、本部が全部聞いているとい

うのも何かおかしいもので、本部に入るものだけは本部チャンネルというのがあるのかなと。

消防でさえ９チャンネルぐらい持っているので、その中で分けていろいろと情報を得ているん

だと思っていたんですけれども、そういう仕組みではないということなんですね。それとも、

一本一本電話のようにつなげることができるという、そういう仕組みになっているのかという

のをちょっとお聞きしたかったんです。 

○委員長（段木和彦君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 チャンネルを合わせて通話という仕組みにはなっていなくて、どちらかとい

うといわゆる普通の携帯電話と同じようにつながった者同士でということなんですけれども、

あと、一斉の場合にはグループ設定ができますので、そのグループの中で通話するという設定

をすれば可能でございます。 

○委員長（段木和彦君） 植草副委員長。 

○副委員長（植草 毅君） 了解いたしました。 

 公民館につきましては、インターネット回線をそのまま使うということですので、民間回線

ですとどういう回線が来ているか分からないですけれども、すぐ切れてしまうという可能性も

ありますので、ぜひ公民館に関しては、ちゃんと公共Ｗｉ－Ｆｉではないですけれども、切れ

にくいＷｉ－Ｆｉが入るような状態でインターネット接続できるような、一番最初に開設する

避難所に対して、一番情報を取りたいところで情報を出せないというのが今困った状況になっ

ているかと思うので、ぜひ進めていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（段木和彦君） ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○委員長（段木和彦君） ほかに御発言がなければ、以上で、災害救助法に基づく救助実施市

の実務について及び総合防災拠点の中心となる危機管理センターの設備等についての調査を終
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了いたします。 

 なお、今後は、本日の内容を踏まえ、先ほど倒木のお話もありましたが、他都市の取組等に

ついて調査を行う予定となっておりますが、後日、改めて、議論の場を設けたいと考えており

ます。 

 当局におかれましては、引き続き、国や他都市の動向を研究されるなど、御尽力いただくよ

う、よろしくお願いいたします。 

 それでは、説明員の方は御退室願います。御苦労さまでした。 

[総務局危機管理部退室] 

 

次回開催日について 

○委員長（段木和彦君） 最後に、次回の委員会開催についてでございますが、正副委員長に

おいて日程を調整の上、後日、改めて委員の皆様へ御連絡させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上で、防災・減災対策調査特別委員会を終了いたします。 

 

午前11時55分散会 

 

 

 


